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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立設された構造体と地面との間に張設された、つる性植物が巻き付いて這い上がる索条
体の中間位置に、シート本体の一部が巻き付けられ保持される、前記つる性植物の這い上
がり防止装置であって、
　前記シート本体は、前記索条体の中間位置に巻き付けられたロール部と、該ロール部と
連なり所定の垂下幅を有し、保形部材が縁辺に配設された旗状部とを有し、
　保形された前記旗状部でつる性植物の巻き付き、這い上がりが抑止されることを特徴と
するつる性植物の這い上がり防止装置。
【請求項２】
　前記旗状部に前記つる性植物の生育抑制剤が施された請求項１に記載のつる性植物の這
い上がり防止装置。
【請求項３】
　前記シート本体は、メッシュシートからなる請求項１または請求項２に記載のつる性植
物の這い上がり防止装置。
【請求項４】
　前記ロール部は、前記索条体に取り付けられた筒状支持体の外周を覆うように巻き付け
られ、複数本の帯状体で前記筒状支持体に固定保持された請求項１または請求項２に記載
のつる性植物の這い上がり防止装置。
【請求項５】
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　前記保形部材は、前記旗状部の縁辺に沿って取り付けられた細径棒材である請求項１に
記載のつる性植物の這い上がり防止装置。
【請求項６】
　前記細径棒材は、前記旗状部の縁辺に沿って形成された袋状部内に収容された請求項５
に記載のつる性植物の這い上がり防止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はつる性植物の這い上がり防止装置に係り、地面上に立設された電柱を支持する
支線に沿ってつる性植物が這い上がることを抑止するようにしたつる性植物の這い上がり
防止装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　出願人は、地面上に立設された電柱等の構造体を支持する支線に沿ってつる性植物が這
い上がることを防止する這い上がり防止装置を共同で完成し、出願している（特許文献１
）。このつる性植物の這い上がり防止装置は、地面と電柱との間に張設される支線として
機能する索条体（たとえば、具体的には撚り鋼線ケーブル等が用いられる。）の長手方向
の中途部を覆うよう、索条体の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体を備える。被覆体
の軸心周りの一部に切割りを形成し、切割りを通し被覆体の内部に索条体の中途部を挿入
するようにしている。また、被覆体の軸心周りの外面につる性植物の忌避剤（生育抑制剤
）を施すことで、植物の生長を抑制することで、装置の効果を高めている。
【０００３】
　また、簡易な構造でつる性植物の這い上がりを防止する装置として電柱支線用かずら巻
き防止具も提案されている（特許文献２）。このかずら巻き防止具は、板状の板羽と支線
装着用筒とを一体成形してなる合成樹脂の押し出し成形品で、支線装着用筒部分を支線に
沿って嵌めるようにして用いられる。地上から這い上がろうとするかずら（つる性植物）
は所定幅のある板羽部分に巻き付くことができず、この装置より上側につるを伸ばすこと
ができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２１７３０１号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１２３７９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示した這い上がり防止装置では、支線の索条体への取り付け作業を容易
にするために、所定直径の筒形状の被覆体の軸方向全体にわたって切割りを形成し、切り
割り内に索条体を挿入し、索条体を保持するとともに、被覆体の外面につる性植物の忌避
剤を施すことにより、つる性植物の這い上がりを防止するようになっている。この装置で
は、第一に筒形状の被覆体でつる性植物の這い上がりを防止し、さらに被覆体の外周に施
された忌避剤で植物の生長を抑止することを考慮しているが、つるが被覆体に確実に巻き
付かないようするためには、被覆体の直径を十分大きくしなければならない。そのため、
さまざまなつる性植物におけるつるの這い上がりを防止するためには、被覆体の直径を大
きくしなければならず、装置の大型化、重量化につながるという問題がある。
【０００６】
　一方、特許文献２に開示したかずら巻き防止具は、特許文献１に比べ、板羽の幅を大き
くするのみでつる性植物の巻き付き効果を高めることができるという利点がある。しかし
、この防止具は合成樹脂の一体成形品であるため、所定サイズに成形された支線装着用筒
に嵌まる線材（索条体）にしか対応できない。そのため、たとえば特許文献１に開示され
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た被覆体等の外周面には取り付けることができない。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は上述した従来の技術が有する問題点を解消し、電柱の支線の索
条体に直接取り付けられ、筒状体を有するつる性植物の這い上がり防止装置の筒状体の外
周にも巻き付けて使用することができるようにしたつる性植物の這い上がり防止装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、立設された構造体と地面との間に張設された、
つる性植物が巻き付いて這い上がる索条体の中間位置に、シート本体の一部が巻き付けら
れ保持される、つる性植物の這い上がり防止装置であって、前記シート本体は、前記索条
体の中間位置に巻き付けられたロール部と、該ロール部と連なり所定の垂下幅を有し、保
形部材が縁辺に配設された旗状部とを有し、保形された前記旗状部でつる性植物の巻き付
き、這い上がりが抑止されることを特徴とする。
【０００９】
　前記旗状部に前記つる性植物の生育抑制剤を施すことが好ましい。
【００１０】
　前記シート本体は、メッシュシートからなることが好ましい。
【００１１】
　前記ロール部は、前記索条体に取り付けられた筒状支持体の外周を覆うように巻き付け
られ、複数本の帯状体で前記筒状支持体に固定保持されることが好ましい。
【００１２】
　前記保形部材は、前記旗状部の縁辺に沿って取り付けられた細径棒材であることが好ま
しい。
【００１３】
　前記細径棒材は、前記旗状部の縁辺に沿って形成された袋状部内に収容されることが好
ましい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明のつる性植物の這い上がり防止装置の第１実施形態を、筒状の這い上がり
防止装置の外周面に取り付けた状態を示した斜視図（（ａ））、図１（ａ）中のＩｂ－Ｉ
ｂ断面線に沿って示した断面図（（ｂ））。
【図２】図１に示したつる性植物の這い上がり防止装置の主構成であるシート本体の展開
図および補強線材の平面図。
【図３】図１に示したつる性植物の這い上がり防止装置のシート本体の取り付け状態を示
した部分拡大斜視図。
【図４】本発明のつる性植物の這い上がり防止装置の第２実施形態を、筒状の這い上がり
防止装置の外周面に取り付けた状態を示した斜視図（（ａ））、図４（ａ）中のＩＶｂ－
ＩＶｂ断面線に沿って示した断面図（（ｂ））。
【図５】図４に示したつる性植物の這い上がり防止装置の主構成であるシート本体の展開
図および補強線材の平面図。
【図６】図４に示したつる性植物の這い上がり防止装置のシート本体の取り付け状態を示
した部分拡大斜視図。
【図７】本発明のつる性植物の這い上がり防止装置の変形例を電柱の支線の索条体に取り
付けた状態を示した斜視図（（ａ））、図７（ａ）中のＶＩＩｂ－ＶＩＩｂ断面線に沿っ
て示した断面図（（ｂ））。
【図８】本発明のつる性植物の這い上がり防止装置の第３実施形態の取り付け状態を示し
た部分拡大斜視図（（ａ））および補強線材の平面図（（ｂ））。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　以下、本発明のつる性植物の這い上がり防止装置の実施するための形態として、以下の
施工例について添付図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１（ａ）は、本発明のつる性植物の這い上がり防止装置を、一例としてすでに開発さ
れた、特許文献１に開示されたつる性植物の這い上がり防止装置（以下、先行這い上がり
防止装置と記す。）の筒形状の被覆体に取り付けた状態を示した斜視図である。
【００１７】
　この索条体の所定位置に取り付けられた先行這い上がり防止装置の構成について、図１
各図を参照して簡単に説明する。図１（ａ）に示された先行這い上がり防止装置５１は、
図示しない地面と電柱の支持部との中間位置に架設された索条体２の長手方向の所定位置
を覆うように取り付けられている。先行這い上がり防止装置５１は、索条体２を覆う部分
として円筒形状の被覆体５５を備えている。図１（ｂ）に示したように、被覆体５５の軸
心５６周りの一部が軸方向の全体にわたり切割り５７が形成され、切割り５７に索条体２
が挿入され、被覆体５５が保持されている。
【００１８】
　被覆体５５は発泡スチロール製で、長手方向の両端に支持体６１，６２とを備えている
（図１（ａ））。各支持体６１，６２は、図１（ｂ）に示したように、内部に合成ゴム製
の円環状の環状体６５と、この環状体６５の内面から被覆体５５の軸心５６側に向かって
一体的に突出する複数の突起６６と、これら各突起６６の突出端に一体的に形成される複
数の舌片６７とを備えている。各舌片６７が索条体２の表面に強く圧接して被覆体５５を
索条体２に確実に支持させるようになっている。
【００１９】
　先行這い上がり防止装置５１では、被覆体５５の外面につる性植物の忌避材（図示せず
）が部材の一部として被覆するような態様で施されている。部材としての忌避材は、樹脂
製繊維による織編物製や不織布製の可撓性基材と、この基材に被覆されたり含浸されたり
する可撓性樹脂材と、この樹脂材に含有されたり塗布などにより付着されたりして植物の
生長を阻害する忌避剤とを備えている。薬剤としての忌避剤は、可撓性基材、可撓性樹脂
材とに含浸あるいは塗布等によって付与されている。
【００２０】
　ここで、一実施形態として、先行這い上がり防止装置５１の被覆体５５に、本発明の這
い上がり防止装置を取り付ける態様について、添付図を参照して説明する。本発明の這い
上がり防止装置１０は、本実施形態では、図２（ａ）に展開図を示したような合成繊維メ
ッシュシート製のシート本体１１を主構成とする。このシート本体１１は、その一部が先
行這い上がり防止装置５１の被覆体５５の全長にわたる外周面に巻き付けられ、巻き付け
られた部分以外の所定幅の部分（旗状部１６）が、保形部材２０で形状が保持されて旗状
に垂下されて取り付けられている。シート本体１１は、その一部が被覆体全体を長手方向
に沿って包むようにロール状に巻き付けられる。そして、この巻き付け状態を保持するた
めに、シート本体１１の表裏面の所定位置に、シートの長辺に沿って一対の面ファスナー
１４，１５が縫着されている。被覆体５５にロール状に巻き付けられた部位（以下、ロー
ル部１３と記す。）は、一対の面ファスナー１４，１５をシート長辺に沿って貼り合わせ
るように結合することでロール形状が保持される。また、這い上がり防止装置１０全体を
被覆体５５に固定保持するために、後述する固定バンド４０がシート本体１１の長手方向
の両端部に取り付けられている。固定バンド４０でロール状部１３を締め込むように固定
することで、這い上がり防止装置１０全体が被覆体５５に固定保持されている。
【００２１】
［第１実施形態の構成］
　以下、第１実施形態としての這い上がり防止装置のシート本体１１としてのメッシュシ
ート、保形部材等の各部構成について説明する。本実施形態のメッシュシートは、長さＬ
、幅Ｗの略長方形状のシート部材で、ポリエステル繊維織物の表面を塩化ビニル樹脂で被
覆した通風性を有する織物シートが使用されている。長さＬは、取り付けられる先行這い
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上がり防止装置５１の被覆体５５の長さに相当するが、通常はＬ＝１，３００～１，５０
０ｍｍ程度に設定されている。幅Ｗは、図２（ａ）に示したように、旗状部１６の幅Ｆお
よび先行這い上がり防止装置５１の被覆体５５（直径φ１）にロール状に巻き付けられた
部分（ロール部１３）の長さ（φ１・π）によっておおよその寸法が決まる。すなわち、
Ｗ＝Ｆ＋φ１・π＋Ｋ、（Ｋ：面ファスナー（フック側）幅）となる。旗状部１６の幅Ｆ
は、らせん状をなして延びようとするつる性植物のつるが巻き付けない程度の長さ（たと
えば、想定されるらせん形状の直径以上に相当）に設定されている。本実施形態では幅Ｆ
＝１５０～３００ｍｍに設定されている。シート本体１１の素材としては、上述したメッ
シュシート状の織物の他、所定厚さのポリエステル長繊維不織布等を用いることもできる
。
【００２２】
　また。シート本体１１の表面には、つる性植物の巻き付き防止効果を有する生育抑制剤
（たとえば、特開２０１６－２１６４４９号公報に開示された重力屈性調節剤）が塗布さ
れている。生育抑制剤はシート本体１１に塗布してもよいし、シート本体１１が不織布の
場合は、不織布に含浸させてもよい。
【００２３】
　面ファスナー１４，１５に関し、本実施形態では、図２（ａ）に示したように、図中の
シート表面の上端部に細幅帯状のフック側ファスナー１４が縫着され、シート裏面の下端
部に広幅帯状のループ側ファスナー１５が縫着されている。面ファスナーとしては、既存
の種々のフック、ループ等の結合体以外に各種形状のものを使用できる。
【００２４】
　旗状部１６を構成するシート縁辺部には、後述する細径棒材２０を旗状部１６の縁辺部
に取り付けるために、シート縁辺の長辺と２辺の短辺とを連続するように棒材包みしろ１
７ａ、１７ｂが設けられている。この棒材包みしろ１７ａ、１７ｂを折り曲げてシートに
縫い付けることで、袋状ポケット２１が形成されている。この袋状ポケット２１内に、図
２（ｂ）に示した保形部材としてのガラス繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）製の細径棒材
２０（たとえばφ４）が収容される。細径棒材２０は、長部材２０ａと２本の短部材２０
ｂとをＬ字形ジョイント２０ｃで接合したもので、各部材を袋状部内に収容させた状態で
接合することで、図２（ｂ）に示した扁平な略Ｕ字形状の保形部材とすることができる。
細径棒材２０としては、中実棒材以外に所定肉厚のパイプでもよい。またその材質として
は、ＦＲＰ製以外にアルミニウム、ステンレス鋼、各種合成樹脂を用いることができる。
【００２５】
　ここで、シート本体１１の折り畳み状態及び完成形状と、シート端部に設けられた面フ
ァスナー１４，１５によるシート本体１１端部の固定について、図１（ｂ）、図３を参照
して説明する。這い上がり防止装置１０としてのシート本体１１を被覆体５５に巻き付け
る前に、旗状部１６の袋状ポケット２１内に保形部材としての細径棒材２０を扁平略Ｕ字
形に組み立てた形で収容しておく。まずシート本体１１の内、図２（ａ）に示した状態で
の旗状部１６の上端部ｃから先の部分のシート本体１１の中間部ｆを被覆体５５にロール
状に巻き付け、端辺部ｄに沿って取り付けられたフック側ファスナー１４を端辺部ａに沿
って取り付けられているループ側ファスナー１５に面合わせして結合させ、ロール部１３
を完成させる。
【００２６】
　さらに、固定バンド４０を使用して這い上がり防止装置１０を被覆体５５に堅固に固定
する。固定バンド４０は、図３に拡大して示したように、シート本体１１の長手方向の両
端付近に形成されたベルト挿通スリット１８を利用して這い上がり防止装置１０に取り付
けられた帯状バンドである。本実施形態では、バンド素材として被覆体５５の外周に沿っ
て湾曲可能なにステンレス製薄板が用いられている。被覆体５５に巻き付けられたシート
本体１１の外周に固定バンド４０を巻き付け、係止フック４１を利用して這い上がり防止
装置１０を被覆体５５に堅固に固定する。係止フック４１としては本実施の形態ではバン
ド面に形成されたハトメ孔に係止フック４１を掛け留めるようにしてバンドのロール部１
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３への巻き付け状態を保持させている。これにより、這い上がり防止装置１０は、図１各
図、図３に示したように、保形された旗状部１６がロール部１３から垂下した形状で被覆
体５５に保持される。固定バンド４０としては、ステンレスバンド以外に、合成樹脂、布
織物、革バンド等各種材料を使用できる。また、固定バンド４０をシート本体１１に取り
付ける方法は、スリット１８以外に好適な手段であれば、どのような取付手段も採用でき
る。また、ベルト端部の係止手段も上記手段に限られないことは言うまでもない。
【００２７】
　このように被覆体５５に保持された這い上がり防止装置１０において、旗状部１６の縁
辺部には保形部材としての細径棒材２０が取り付けられている。このため、図１（ａ）の
設置状態で風等が吹いた場合にも翻って長方形状が崩れたりすることがない。つる性植物
が索条体２に巻き付いて生長し、這い上がり防止装置１０の旗状部１６の下端まで延びて
きても旗状部１６の幅（たとえば１５０ｍｍ）が十分に確保されているので、つるはこの
部分に巻き付くことができない。また、旗状部１６にはつる性植物の巻き付きを阻害する
生育抑制剤が塗布されているため、つる性植物が這い上がり防止装置１０より上側部分に
這い上がるのが確実に抑止される。
【００２８】
［第２実施形態の構成］
　以下、シート本体１１の形状が異なる、他の実施形態としての第２実施形態の這い上が
り防止装置の各部構成について説明する。本実施形態のシート本体を構成するメッシュシ
ートは、図４（ａ）、図５に示したように、第１実施形態とほぼ同様な長方形状で、長さ
Ｌ、幅Ｗの長方形状のシート部材からなる。材質も同じく、ポリエステル繊維織物の表面
を塩化ビニル樹脂で被覆した織物シートが使用されている。長さＬは第１実施形態と同じ
く、Ｌ＝１，３００～１，５００ｍｍ程度に設定されている。幅Ｗは、旗状部１６が袋状
をなすため、第１実施形態より幅広のＷ＝２・Ｆ＋φ１・π＋Ｋ、（Ｋ：面ファスナー（
フック側）幅）となる（図５）。旗状部１６の幅Ｆは幅Ｆ＝１５０～３００ｍｍに設定さ
れている。シート本体１１の素材としては、上述したメッシュシート状の織物の他、所定
厚さのポリエステル長繊維不織布等を用いることもできる。
【００２９】
　本実施形態でも、シート本体１１の表面につる性植物の巻き付き防止効果を有する生育
抑制剤（たとえば、特開２０１６－２１６４４９号公報に開示された重力屈性調節剤）が
塗布されている。生育抑制剤はシート本体１１に塗布してもよいし、シート本体１１が不
織布の場合は、不織布に含浸させてもよい。また、後述するように本実施形態のシート本
体１１は、その一部が部分ｂを底部とする袋状部３０を構成することから、その袋状部３
０に生育抑制剤を含浸させた布等の薄いシート部材３１等を収容することができる（図６
参照）。
【００３０】
　面ファスナー１４，１５に関し、本実施形態でも、図５（ａ）に示したように、図中の
シート表面の上端部に細幅帯状のフック側ファスナー１４が縫着され、シート裏面の下端
部に広幅帯状のループ側ファスナー１５が縫着されている。面ファスナーとしては、既存
の種々のフック、ループ等の結合体以外に各種形状のものを使用できる。
【００３１】
　旗状部１６を構成するシート部分には、シート縁辺の長辺と２辺の短辺とを連続するよ
うに扁平な略Ｕ字形をなす２本の平行な縫い目線ｓが付され、２本縫い目線ｓで囲まれた
部分に細幅での袋状ポケット２１が形成されている（図５（ａ））。この袋状ポケット２
１内に、図５（ｂ）に示した保形部材としてのガラス繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）製
の細径棒材２０（たとえばφ４）が収容されるようになっている。細径棒材２０は、第１
実施形態と同様な構成からなる。
【００３２】
　ここで、シート本体１１の折り畳み状態及び完成形状と、シート端部に設けられた面フ
ァスナー１４，１５によるシート本体１１端部の固定について、図４（ｂ）、図５を参照
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して説明する。這い上がり防止装置１０としてのシート本体１１を被覆体５５に巻き付け
る前に、旗状部１６の袋状ポケット２１内に保形部材としての細径棒材２０を扁平略Ｕ字
形に組み立てた形で収容しておく。まずシート本体１１の内、図５（ａ）に示した状態で
の下端部ａを被覆体５５の下端に位置させて谷折り部ｂで折り上げ、中間部ｃと端部ａと
を合わせた状態からシート本体１１の中間部ｆを被覆体５５に巻き付け、端辺部ｅに沿っ
て取り付けられたフック側ファスナー１４を端辺部ａに沿って取り付けられているループ
側ファスナー１５に面合わせして結合させ、ロール部１３を完成させる。これにより、這
い上がり防止装置１０は、図４各図、図６に示したように、保形された旗状部１６がロー
ル部１３から垂下した形状で被覆体５５に保持される。被覆体５５への取付手段としては
、固定バンド４０が第１実施形態と同様に使用されている。固定バンド４０の構成も第１
実施形態と同様である。
【００３３】
　第２実施形態でも、旗状部１６に細径棒材２０が取り付けられているため、設置状態で
風等が吹いた場合にも翻って長方形状が崩れたりすることがない。つる性植物が索条体２
に巻き付いて生長し、這い上がり防止装置１０の旗状部１６の下端まで延びてきても旗状
部１６の幅（たとえば１５０ｍｍ）が十分に確保されているので、つるはこの部分に巻き
付くことができない。また、旗状部１６にはつる性植物の巻き付きを阻害する生育抑制剤
が塗布されているため、つる性植物が這い上がり防止装置１０より上側部分に這い上がる
のが確実に抑止される。
【００３４】
　図７各図は、上述した先行這い上がり防止装置５１の被覆体５５に取り付けるのでなく
、図示しない電柱の支線としての索条体２に直接取り付けるようにした這い上がり防止装
置１０の変形例を示している。この変形例では、図４（ａ）に示した被覆体５５に巻き付
けられた部分（範囲ｃ－ｆ－ｄ）が索条体２に巻き付ける程度の幅に減少するため、シー
ト本体１１の幅Ｗが小さくなる。このとき索条体２の這い上がり防止装置１０の上下端位
置には装置の位置保持のためにストッパ部材２５が取り付けられている。このストッパ部
材２５は索条体２にカシメ等により固定し、索条体２にシート本体１１を巻き付けた状態
の這い上がり防止装置１０が所定位置に保持される役割を果たす。なお、図７各図は、第
２実施形態の変形例を示しているが、第１実施形態の場合も同様の取付態様が可能である
ことは言うまでもない。
【００３５】
［第３実施形態］
　図８各図は、被覆体５５へ巻き付けられたロール部１３と旗状部１６とを、切り離した
２枚のシート本体１１Ａ，１１Ｂで構成するようにした第３実施形態の構成を示している
。同図に示したように、シート本体１１Ｂを被覆体に巻き付けることでロール部１３を形
成するとともに、ロール部１３を被覆体５５に巻き付けた状態を保持する固定バンド４０
を用いて、旗状部１６を構成するシート本体１１Ａをロール部１３から垂下する。この旗
状部１６の形状を保持するために、図８（ｂ）に示した、保形部材としての細径棒材２０
の各辺２０ａ、２０ｂが対応するシートの各縁辺で保持されるように取り付けられている
。保形部材の材質は、前述の実施形態と同様である。この実施形態ではロール部１３と旗
状部１６とが別体となっているため、風雨で傷んだり生育抑制剤の薬効が低下したような
場合に旗状部１６のみを交換することができ、装置のメンテナンス効率がよい。
【００３６】
　以上の説明では、先行這い上がり防止装置５１の被覆体５５と、索条体２にシート本体
１１を巻き付ける使用態様を示したが、這い上がり防止機能を有せず、被覆体５５に類似
した円筒形状からなる筒状支持体にシート本体１１を巻き付けることで這い上がり防止装
置１０を索条体２に取り付けることができることはいうまでもない。この種の支持体は、
索条体２の把持する機構等を有することが好ましい。また、把持機構を内蔵しない場合で
も、上述したストッパ部材等のように外部から筒状支持体を索条体２に位置保持させる各
種の固定手段を利用することも可能である。
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【００３７】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、各請求項に示した範囲内での種
々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲内で適宜変更した技術的手段を組
み合わせて得られる実施形態も、本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００３８】
２　索条体
１０　這い上がり防止装置
１１　シート本体
１３　ロール部
１４，１５　面ファスナー
１６　旗状部
２０　保形部材（細径棒材）
２１　袋状ポケット
４０　固定バンド
５１　先行這い上がり防止装置
５５　被覆体

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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